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系の中には、いまだ災害との関係が見いだされていない「潜在的災害伝承物」が存在している可能性が

あり、地域史家や研究者、行政などの手によって災害との関係やその価値を見いだす必要がある。現在、

過去の災害に由来する物などをまとめる活動や研究が各地で行われている。これらをまとめる際には石

碑に限定するといった形態の制約を設けない事が重要であると考える。

⑤ 本研究で行った分類方法は完全なものではなく、今後災害種別を問わず多くの「災害伝承物」を分析す

ることで修正されなければならない。これを進めることにより最終的には多種多様な「災害伝承物」を

体系化して整理し、災害種別ごとの傾向を把握するといった分析ができるようになると考える。また本

研究では対象としなかったが、「災害伝承物」には空間的分布や時間的分布、成立の背景など分析すべ

き重要な要素が他にも存在している。これらに関する有用な分析方法を探ることも今後の課題である。
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の復興が優先されたが、一段落した後に祭礼が再開され、社会の復興に寄与した5)。災害からの復興時に元住民の

暮らしの維持という側面が軽視され、画一的な巨大公共事業などハード面に偏重する傾向を人文科学者らは「人間

なき復興」と批判している6)。 

 先行研究では、祭礼は、コミュニティの維持機能を有し、信頼関係や社会関係資本の強化を促すものであるとの

研究成果もあり7), 8)、日常的に祭りやイベントを行っていたことが災害時の行動に有効に作用したという実例も報

告されている9)。また、緊急時の避難や迅速な立ち直りに直結する災害への対応能力（レジリエンス）を高めるも

のとして、年中行事である祭礼の実行組織が、平時から交流・機能できていることの重要性が指摘されている10), 11)。 

青苗言代主神社例祭の巡行は、住民たちにとって、日頃あまり関わることがない幅広い年齢層の人々が集まる場

や、帰省した人との再会の場などを提供するものとして認識されている12)。したがって、巡行中止によってこのよ

うな交流の場が失われることで、地域社会の結束を強める機能の低下が懸念され、緊急時のレジリエンスも低下す

ることが予想される。 

 

(2) 研究の目的 

前号の本論文集に掲載された我々の論文では、青苗言代主神社例祭の震災前後の変化に着目した。GIS（地理情

報システム）を用いた巡行ルートと所要時間に関する定量的な分析を行い、「段階的復興」という視点を用いつつ、

防災移転後に分散居住した元青苗住民の連帯感を維持する役割を果たした青苗言代主神社例祭が、長期間持続可

能になった理由を明確にした13)。 

本稿では、前稿との重複をできるだけ避けながら、2019年に巡行が突然中止になった理由と、それを受けて住民

が考案中の対策を明らかにする。その最大の理由として、震災からの復興時には有効に機能した組織の構造的な変

化が、震災から20年以上が経過した2019年に、負の要因として表面化したと考えられたため、組織に焦点を当て解

明することを目的とする。 

 

２．調査対象地と調査方法 

 

(1) 調査対象地 

 北海道の南西沖に位置する奥尻島は、人口が2,533人、世帯数1,538である14)。奥尻町が奥尻町創生総合戦略に関

する資料としてホームページ上に公開している「奥尻町人口ビジョン」15)によると、日本創成会議の推計において、

奥尻町は20代から30代の女性の減少率が全国で4位、北海道で1位であり、「消滅可能性自治体」とされている。人

口は年々減少傾向にあり、最も多かったとされている1962年から約7割減少している（図1）。年齢別人口動態では、

太線で表した70代から90代の増加が目立っており（図2）、奥尻島は人口減少と少子高齢化の問題に直面している。 

 

 

 

 

図 1 奥尻島の人口動態 16) 

図 2 奥尻島の年齢別人口動態 17) 図 3 奥尻島の行政区分別人口 18) 
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今回調査の対象とする、島の南端に位置する青苗地区は、人口855人、世帯数は486である18)。奥尻島の行政区分

別人口をGISで表すと図3になるように、島内で最も多くの人口を有する地区である。かつて奥尻島では、例祭時に

11の地区で神輿や山車の巡行が行われていたが、担い手不足によって廃止が進み、現在は青苗地区と奥尻地区の2

地区のみとなってしまった。その中でも青苗地区を取り上げる理由は2点あり、1つ目は北海道南西沖地震の直接的

な影響によって巡行が休止に追い込まれたが、その後再興を遂げたからである。2つ目は、震災から25年が経過し

ても持続可能な祭礼として継続しており、神輿と山車の双方が巡行する島内唯一の地区だからである。 

 

(2) 調査方法 

筆者らは、2018年（8月12～14日）と2019年（8月12～14日）の例祭時に、青苗言代主神社内で行われた神事への

参加や巡行の調査、戸別訪問を行い、例祭に関わる3つの組織である「氏子総代」の役員、「青苗みこし保存会」

の会員、「恵比須山協賛会」の役員、青苗地区や米岡地区の住民、帰省した元住民など、同一人物を除く計58人に

聞き取り調査を行った。 

 

３．例祭の概要と復興の過程 

 

(1) 例祭の概要 

青苗言代主神社は、1831年に恵比須社として創立されたのが始まりであり、1869年に言代主神社に改名された。

例祭の日程は毎年8月12日～14日で、12日と13日には神社で神事が行われ、13日と14日には神輿や山車が地区を練

り歩く巡行を行う。宮司は巡行に際して神輿に「魂入れ」を行った後も猿田彦を含む行列に同行し、神輿や山車も

住宅を一軒一軒訪れ、御祝儀の受け渡しが行われる。また、神輿の担ぎ手や山車の曳き手などに対し、酒や海産物、

料理などが振る舞われる。山車は家々を巡る際、ニシン漁の網起こしの音頭である江差の「キリゴエ」に起源を持

つ、「ハオイ」と呼ばれる音頭をかけるなど、震災以前までは漁師が主体となって行われる、漁師の祭りであった。

なお、本例祭は無形民俗文化財などの登録はされておらず、さほど観光化されていない印象である。 

 

(2) 復興の過程 

1993年の北海道南西沖地震によって、神社本殿や神輿、山車などを含めたほぼ全ての祭器具が焼失及び流失し

た。古くから親しまれていた神輿や山車も失われ、巡行は6年間の中止を余儀なくされた（図4、図5）。 

神社社殿に関しては、第61回伊勢神宮式年遷宮の際に解体された、別宮月読宮の総ヒノキ用材約18トンを用い

て、伊勢の宮大工によって再建された19)。式年遷宮の解体材が譲与されるのは皇室ゆかりの神社に限られていたた

め、一般の神社は柱や板の一部を譲り受けるのがほとんどの中、社殿一式が譲与されたことは極めて異例であった
20)。1995年には現在の社名（青苗言代主神社）となり、同年10月6日には「本殿遷座祭」が行われた（図6）。また、

同年に北海道神社庁へ氏子世帯数と崇敬者数の報告が行われ、その数値が2020年7月現在も「北海道神社庁ホーム

ページ」に掲載されている（氏子世帯数300世帯、崇敬者数1200人、2020年7月9日参照）。2019年現在、神棚を置

いている世帯や漁船、工場、商店といった青苗言代主神社の氏子世帯総数389世帯を対象に、神社の維持費として、

1世帯から4,500円を徴収しているが、世帯によっては満額の徴収が既に難しくなっている。また、宮司は住民から

の要望でS県から来島し神事を行っている21)。 

奥尻町が1998年に行った完全復興宣言を契機に巡行再開の気運が高まった。山車に関しては、災害復興基金を用

図 4 昭和 30年代の震災前の神輿（教育委員会提供） 図 5 昭和 30年頃の震災前の山車と盆踊りの様子（教育委員会提供） 
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つ、「ハオイ」と呼ばれる音頭をかけるなど、震災以前までは漁師が主体となって行われる、漁師の祭りであった。

なお、本例祭は無形民俗文化財などの登録はされておらず、さほど観光化されていない印象である。 

 

(2) 復興の過程 

1993年の北海道南西沖地震によって、神社本殿や神輿、山車などを含めたほぼ全ての祭器具が焼失及び流失し

た。古くから親しまれていた神輿や山車も失われ、巡行は6年間の中止を余儀なくされた（図4、図5）。 

神社社殿に関しては、第61回伊勢神宮式年遷宮の際に解体された、別宮月読宮の総ヒノキ用材約18トンを用い

て、伊勢の宮大工によって再建された19)。式年遷宮の解体材が譲与されるのは皇室ゆかりの神社に限られていたた

め、一般の神社は柱や板の一部を譲り受けるのがほとんどの中、社殿一式が譲与されたことは極めて異例であった
20)。1995年には現在の社名（青苗言代主神社）となり、同年10月6日には「本殿遷座祭」が行われた（図6）。また、

同年に北海道神社庁へ氏子世帯数と崇敬者数の報告が行われ、その数値が2020年7月現在も「北海道神社庁ホーム
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奥尻町が1998年に行った完全復興宣言を契機に巡行再開の気運が高まった。山車に関しては、災害復興基金を用

図 4 昭和 30年代の震災前の神輿（教育委員会提供） 図 5 昭和 30年頃の震災前の山車と盆踊りの様子（教育委員会提供） 
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いて対岸の江差町に発注し、1998年に山車（恵比須山）が完成した。巡行の際には、山車の再建が神輿よりも先行

したことを受け、「元気になって欲しい」という願いを込めて、消防の第一分団の団員が発案した「磯舟神輿」が

神輿の代わりに1年のみ担がれた（図7）。発案者の一人は当時を振り返って、「盛り上がってすごかった。感動の

余り涙を流して喜んだ高齢者もいた」22)と証言するなど、神輿の完全復興のきっかけとなった。 

神輿に関しては、「青苗みこし保存会」の山下孝一会員が保管していた、「青苗神輿保存会」と書かれたファイ

ルを確認したところ、2000年に住民有志7人で設立された「青苗みこし会発足準備会」が青苗地区の住民を対象に

「青苗にみこしを作ることに対するアンケート調査」を行い、464世帯に配布した。回収した325世帯の中で「みこ

しが必要である」という回答が184票（57％）、「あってもなくても良い」が85票（26％）、「必要ない」が56世

帯（17％）となった。さらに同アンケートにて、神輿を作るために「年1,000円程度寄付する」という回答が96世帯

（30％）、「年2,000円程度寄付する」が92票（28％）、「年3,000円以上寄付する」が62票（19％）、「寄付しな

い」が67票（20％）、「無回答」が8票（3％）となり、「寄付する」という回答が全体の77％となったことから制

作が決定した。有志からの寄付を募り、2001年に富山刑務所で制作され、同年から神輿の巡行が行われた。 

震災前の例祭の最盛期には、猿田彦、神輿1台、樽神輿（子ども神輿）3台、山車2台（恵比須山、船魂山）の7つ

で構成されていた巡行だが、震災後は今後山車を2台曳けるほどの若手の人数を確保できないことから、船魂山の

制作を断念し、恵比須山のみの制作となった。神輿は担ぎ手が少ないため震災後から台車を導入し、人手が少ない

昼間などに用いている。また、樽神輿は震災後に2台制作されたが、子供が少なくなったため2016年までに1台ずつ

廃止となり23)、その子供たちを山車の曳き手や楽器の担当に回している。このように巡行の要素を減少させ、先を

見越し、むやみに震災前の姿に戻さないという決定がなされた（表1）。 

 

(3) 担い手の変化 

震災以前から現在にかけて、例祭の担い手に変化が起こっている。震災以前の神輿の担ぎ手は漁師が約8割を占

めていたが24)、震災後に青苗地区の漁業従事者が死亡や廃業を理由に170人から145人まで14.7％減少したこともあ

り25)、現在はサラリーマン（公務員・会社員）が主体となっている。山車曳きに関しては、震災前は子どもが曳く

震災前 震災 巡行再開から現在
〜 1992 1993 1999 〜 2018

1

3 恵比須山

4 船魂山

5 高台（6区）

6
7

7 ～ 6 5 ～ ３

山車（恵比須山）

山車（船魂山）

樽神輿

要素数

2

猿田彦

神輿

台車（神輿用）

1999 再開

1999 再開？

1999 再開
（1999 磯舟神輿）

2001 神輿と一緒に注文

2016 廃止

1989年以前 廃止
2台新調したが
終盤は1台での巡行に

1999 再開

図 6 1995年の本殿遷座祭の様子（教育委員会提供） 図 7 磯舟神輿（三浦敏幸氏提供） 
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ものだったが、子どもの人数が減少したため、現在は「ハオイ」

をかける大人も山車曳きに加わっている。また、猿田彦役を務

める人物に関しても、震災以前は神社組織である「氏子総代」

の役員である主に漁師から選出されていたが、現在は漁師も減

っており、「氏子総代」や「漁師」でなくても猿田彦役を務め

ることができる。このように、図8に見られるような産業構造の

変化や人口減少に伴う合理化が行われてきた。 

 

(4) 組織の変遷 

 震災以前は、例祭に関する組織は、神社の運営を行う「氏子総代」27)のみであった。巡行時は、「氏子総代」の

役員によって、猿田彦、付き人、警護、獅子舞、塩まき・お払い、接待代表、総合係、会計、太鼓、運転手といっ

た役割で構成される「行列」と、主に漁師が担いでいた「神輿」の両方を「氏子総代」が管理していた。行列の猿

田彦が神輿を先導する役割を務めているため、猿田彦を含む行列を構成できない場合は神輿を担ぐことができな

いという「慣習」が存在し、「氏子総代」に巡行を行うか否かの決定権がある。山車は、例祭の時期になると自然

と人々が集まったことから特に組織化はされていなかった。 
しかし震災後、神輿は再制作に向けて寄付金集めを行う上で「青苗みこし会」を設立した。神輿完成後も運営や

管理を継続するために「氏子総代」の管理下を離れ独立し、現在も36人が所属する「青苗みこし保存会」28)として

存続している。しかし、猿田彦等を構成できない場合は、神輿も山車も巡行できないという「慣習」は残存してい

る。また、山車も再制作にあたり「山車再建実行委」が設立され、完成後も運営管理を行うために現在33人が所属

する「恵比須山協賛会」29)として存続している。このように、管理や保存を目的とした組織の新設によって、各組

織の業務に特化した体制が築かれ、その結果、まずは神輿と山車の再制作が可能になり、その後の安定した運行が

実現した。しかし、これら3つの組織には「兼務不可」という原則が存在したため、人口減少によって組織の役員

が減少する中で、貴重な人材を分散させる結果となった。 

 

４．2019年の例祭 

 

(1) 2019年に巡行が中止になった理由 

 震災後から2018年までは、上記のような例祭の変化が見られたが、2019年に1．(1)で述べた事態が発生した。例

祭直前の7月に「氏子総代」の役員会議が行われ、総代長と責任役員によって巡行中止の決断がされ、その最大の

理由は「氏子総代」の機能不全であった。2018年時点では、60代後半から80代後半の「氏子総代」が11人いたが、

2019年初頭に総代長の辞任に伴って高齢や病気を理由に10人が辞任してしまった。その後、新任5人を加え、2019

年8月時点で計6人となったが、「氏子総代」役員で行列を構成するには10人が目安となるため、今回はその基準を

満たさず、猿田彦を準備できなかったことが巡行中止の直接的な理由となった。それには、以下の3つの問題点を

指摘できる。 

1つ目は、少子化も進行する中で、「氏子総代」の世代交代が行われていなかったことである。かつては漁師の

信仰が厚く、漁師が「氏子総代」を快く引き受けていたため人員確保に問題はなかったが、産業構造の変化によっ

震災前 震災
〜 1992 1993

猿田彦
（行列）

⻘苗みこし会 ⻘苗みこし保存会  
（2000年） （2002年）      

（恵比須山） 山車再建実行委 恵比須山協賛会
（船魂山） （1998年） （1999年）

震災後から現在

氏子総代

神輿
氏子総代

山車

1994 〜 2020

 図 8 奥尻町の産業別就業者数の推移 26) 
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いて対岸の江差町に発注し、1998年に山車（恵比須山）が完成した。巡行の際には、山車の再建が神輿よりも先行

したことを受け、「元気になって欲しい」という願いを込めて、消防の第一分団の団員が発案した「磯舟神輿」が

神輿の代わりに1年のみ担がれた（図7）。発案者の一人は当時を振り返って、「盛り上がってすごかった。感動の

余り涙を流して喜んだ高齢者もいた」22)と証言するなど、神輿の完全復興のきっかけとなった。 

神輿に関しては、「青苗みこし保存会」の山下孝一会員が保管していた、「青苗神輿保存会」と書かれたファイ

ルを確認したところ、2000年に住民有志7人で設立された「青苗みこし会発足準備会」が青苗地区の住民を対象に

「青苗にみこしを作ることに対するアンケート調査」を行い、464世帯に配布した。回収した325世帯の中で「みこ

しが必要である」という回答が184票（57％）、「あってもなくても良い」が85票（26％）、「必要ない」が56世

帯（17％）となった。さらに同アンケートにて、神輿を作るために「年1,000円程度寄付する」という回答が96世帯

（30％）、「年2,000円程度寄付する」が92票（28％）、「年3,000円以上寄付する」が62票（19％）、「寄付しな

い」が67票（20％）、「無回答」が8票（3％）となり、「寄付する」という回答が全体の77％となったことから制

作が決定した。有志からの寄付を募り、2001年に富山刑務所で制作され、同年から神輿の巡行が行われた。 

震災前の例祭の最盛期には、猿田彦、神輿1台、樽神輿（子ども神輿）3台、山車2台（恵比須山、船魂山）の7つ

で構成されていた巡行だが、震災後は今後山車を2台曳けるほどの若手の人数を確保できないことから、船魂山の

制作を断念し、恵比須山のみの制作となった。神輿は担ぎ手が少ないため震災後から台車を導入し、人手が少ない

昼間などに用いている。また、樽神輿は震災後に2台制作されたが、子供が少なくなったため2016年までに1台ずつ

廃止となり23)、その子供たちを山車の曳き手や楽器の担当に回している。このように巡行の要素を減少させ、先を

見越し、むやみに震災前の姿に戻さないという決定がなされた（表1）。 

 

(3) 担い手の変化 

震災以前から現在にかけて、例祭の担い手に変化が起こっている。震災以前の神輿の担ぎ手は漁師が約8割を占

めていたが24)、震災後に青苗地区の漁業従事者が死亡や廃業を理由に170人から145人まで14.7％減少したこともあ

り25)、現在はサラリーマン（公務員・会社員）が主体となっている。山車曳きに関しては、震災前は子どもが曳く
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をかける大人も山車曳きに加わっている。また、猿田彦役を務

める人物に関しても、震災以前は神社組織である「氏子総代」

の役員である主に漁師から選出されていたが、現在は漁師も減

っており、「氏子総代」や「漁師」でなくても猿田彦役を務め

ることができる。このように、図8に見られるような産業構造の

変化や人口減少に伴う合理化が行われてきた。 

 

(4) 組織の変遷 

 震災以前は、例祭に関する組織は、神社の運営を行う「氏子総代」27)のみであった。巡行時は、「氏子総代」の

役員によって、猿田彦、付き人、警護、獅子舞、塩まき・お払い、接待代表、総合係、会計、太鼓、運転手といっ

た役割で構成される「行列」と、主に漁師が担いでいた「神輿」の両方を「氏子総代」が管理していた。行列の猿

田彦が神輿を先導する役割を務めているため、猿田彦を含む行列を構成できない場合は神輿を担ぐことができな

いという「慣習」が存在し、「氏子総代」に巡行を行うか否かの決定権がある。山車は、例祭の時期になると自然

と人々が集まったことから特に組織化はされていなかった。 
しかし震災後、神輿は再制作に向けて寄付金集めを行う上で「青苗みこし会」を設立した。神輿完成後も運営や

管理を継続するために「氏子総代」の管理下を離れ独立し、現在も36人が所属する「青苗みこし保存会」28)として

存続している。しかし、猿田彦等を構成できない場合は、神輿も山車も巡行できないという「慣習」は残存してい

る。また、山車も再制作にあたり「山車再建実行委」が設立され、完成後も運営管理を行うために現在33人が所属

する「恵比須山協賛会」29)として存続している。このように、管理や保存を目的とした組織の新設によって、各組

織の業務に特化した体制が築かれ、その結果、まずは神輿と山車の再制作が可能になり、その後の安定した運行が

実現した。しかし、これら3つの組織には「兼務不可」という原則が存在したため、人口減少によって組織の役員

が減少する中で、貴重な人材を分散させる結果となった。 

 

４．2019年の例祭 

 

(1) 2019年に巡行が中止になった理由 

 震災後から2018年までは、上記のような例祭の変化が見られたが、2019年に1．(1)で述べた事態が発生した。例

祭直前の7月に「氏子総代」の役員会議が行われ、総代長と責任役員によって巡行中止の決断がされ、その最大の

理由は「氏子総代」の機能不全であった。2018年時点では、60代後半から80代後半の「氏子総代」が11人いたが、

2019年初頭に総代長の辞任に伴って高齢や病気を理由に10人が辞任してしまった。その後、新任5人を加え、2019

年8月時点で計6人となったが、「氏子総代」役員で行列を構成するには10人が目安となるため、今回はその基準を

満たさず、猿田彦を準備できなかったことが巡行中止の直接的な理由となった。それには、以下の3つの問題点を

指摘できる。 

1つ目は、少子化も進行する中で、「氏子総代」の世代交代が行われていなかったことである。かつては漁師の
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て、時間の制約があり漁師の例祭へ特別の思い入れがないサラリーマンの増加も影響して世代交代が難航した。ま

た、「氏子総代」は選挙による3年ごとの選任を行ってきた。震災前は28人、震災後は32人を選出していたが、当

選しても本人の承諾が必要なため、実際は12人ほどで推移していた。震災後は1997年と2000年に選挙が行われた

が、現職が落選したり、当選した新人が就任を断ったりした場合、かえって役員が減少してしまいかねないことか

ら、役員選出の効果は期待できないとして2000年以降選挙は実施されていない。その後も死去、病気、転出などか

ら「氏子総代」の役員は現在のような人数になっている。 

2つ目は、3．(4)で述べたように、3つの組織間の「兼務不可」の原則が順守されていたためである。それによっ

て神輿や山車の組織に人が分散し、「氏子総代」の人員不足に繋がった。組織の新設化は、復興時の積極的な働き

かけからスムーズな資金収集・制作が実現したことや、将来的に神輿や山車を管理し保存していくための役員や資

金面の体制を確立するなど、当初は有効に機能した。しかし、各々の組織が専門化して自らの役割に専念するあま

り、他組織への目配りは低減し、例祭全体の状況把握が困難となり、結果的に「氏子総代」という重要組織の1つ

の危機が見過ごされてきた。「氏子総代」の役員のみでは行列を構成できないことから、2018年には「氏子総代」

の要請で、初めて「青苗みこし保存会」と「恵比須山協賛会」から2人の助っ人を派遣して乗り切ったが、あくま

でも一時的な対応であったことから根本的な解決には至らなかった。 

3つ目は、維持費徴収に関する問題である。維持費は「氏子総代」が地域を歩いて徴収するが、維持費を払いた

がらない人が増えていることと、「氏子総代」に高齢者が増え、歩いて回収することが困難で負担が大きく、「氏

子総代」にはなりたくないという声が挙がっていた。かつてのような漁師の祭りという側面が薄れたことから、神

社への信仰心の低下や「氏子総代」への加入に消極的な人が増えるといった、帰属意識の変化に関する証言も見ら

れた30)。こうした信仰の希薄化に加え、人口の減少や産業構造の変化も重なり、回収できる金額も減少している。

宮司への報酬や手当は、集められた維持費から支払うことになっているため、道外から交通・滞在費をかけて宮司

を招いている現行方式を、今後も維持できるかどうかは予断を許さない。 

 

(2) 2019年の巡行中止を受けて住民が考案中の対策 

 2019年の巡行中止を受けて、住民たちは以下の4点の対応策を検討している。1つ目は、不足した「氏子総代」の

人数を他組織から補充しようとする案である31)。2019年の8月時点で「青苗みこし保存会」と「恵比須山協賛会」

から3人確保できたことを確認している。このことは実質上、「兼務不可」の原則を撤廃したことを意味している。

既に2018年の巡行時に、他組織からの助っ人起用の試みを行っていたことが、原則撤廃への抵抗を和らげたと考え

られる。 

2つ目は、震災以前のように、神社運営と神輿の管理を「氏子総代」1つに統合することで、人員の確保を図ろう

とする案である32)。これは類似組織をむやみに競合させないという組織経営分析上の研究成果に合致している33)。 

3つ目は、神社と維持費に関するアンケート調査の集約を行い、今後の対応を考えようとする案である34)。アン

ケートは2019年10月に「青苗言代主神社の存続アンケート調査」として既に実施されており、現氏子総数389世帯

に配布し、313世帯から回答があった。「青苗言代主神社の存続」に関して、希望するかしないかの2択と、問の1

で「希望する」を選択した人の中から「希望する維持費の金額」として2,000円、3,000円、4,000円の3択から選択

する調査が行われた。集計すると、神社存続を希望する者が過半数を超えたが（図9）、維持費に関しては2,000

円という希望が最も多く（図10）、現在の維持費である4,500円と比較すると半額以下になっている。この結果に

基づき、2019年11月に維持費が3,000円に決定された。青苗地区では61万4,000円の集金が目標となっているが、問

図 9 神社存続希望の有無 図 10 1世帯あたりが希望する維持費の金額 
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の2において維持費の支払い意思を示している161世帯のうち、全世帯から3,000円を徴収したとしても、目標金額

は達成できないことが読み取れる。また、「氏子総代」以外の「青苗みこし保存会」と「恵比須山協賛会」は、

会員の確保が比較的安定しており、特に組織上の問題を抱えているわけではない。そのため、今回のような神社

を中心としたアンケートだけでなく、例祭そのものの存続について地元住民がどのように思っているのかを尋ね

るアンケートも必要になろう。 

4つ目は、神社に関する見直しである。現在はS県在住の宮司に依頼しているが、旅費や滞在費の負担も考慮し、

神事を行う期間を短縮化する、あるいは、奥尻島の対岸地域に居住する近郊の宮司に依頼してもいいのではないか

という案が出ている35)。また、伊勢神宮から譲与された由緒ある社殿だからこそ、今後も社殿を存続させるために

はかなりの維持費が必要になるという悩みも抱えている36)。 

 

５．まとめ 

 

これまで述べたことから、要点をまとめると、以下の9点になる。 

（1）祭りの中断がこのまま続くと、地域社会の交流や絆が弱まり、緊急・復興時のレジリエンスが低下する。 

（2）2018年まで巡行が安定して実施できていたことは、産業構造の変化や少子高齢化に対し、例祭の効率化・省 

略化がうまく機能していたためである。 

（3）しかし2019年は、3大組織のうち2つに大きな問題は見られなかったものの、残り1つの組織の活動が停止した 

ことにより、突然の中止に追い込まれた。 

（4）5頁表2で示したように、震災からのスムーズな祭礼の復興に際し、神輿や山車の運営に特化した「青苗みこ 

し保存会」と「恵比須山協賛会」を新設し、「氏子総代」は神社運営を担った。しかし、人口減少によって 

例祭の組織に携る人員が減少する中で、3組織が並列したため他組織への目配りは低減し、貴重な人材の適正 

配置ができず、「氏子総代」の危機が見過ごされる結果となった。 

（5）（4）で述べたように、震災の復興に対して行った対応策の負の側面が、20年以上経って表面化したといえる 

ため、長期間観測し続ける価値はそれなりにある。 

（6）他地域の文化遺産防災へ波及する成果として本研究が示唆していることは以下のとおりである。突発的な災 

害などによる祭礼へのダメージから迅速な復興を実現するためには、目的と役割を明確にした組織を新規に 

結成し、当面はそれぞれの業務に専従することが最も効果的である。しかし、国内の多くの地域で顕在化し 

ている人口減少に対応するためには、一定期間が経過した後に、各組織間の垣根を取り払い、世代交代を促 

し、「兼任」を含む人員配置の最適化を図ることが重要である。 

（7）アンケートの結果によると、神社の存続希望は過半数を越えているが、維持費の総額は減少するために、神 

事・例祭の維持がますます困難になるという課題が残されている。 

（8）地域住民に対し、神社の存続そのものだけではなく、例祭の存続の意思を確かめる新たなアンケートを実施 

し、さらなる考察を行う必要性がある。 

（9）住民が考案した4つの対策のうちどの対策が効果的であり、復興に有用だったか、あるいは有用でなかったか 

についての追跡調査が必要である。 
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て、時間の制約があり漁師の例祭へ特別の思い入れがないサラリーマンの増加も影響して世代交代が難航した。ま

た、「氏子総代」は選挙による3年ごとの選任を行ってきた。震災前は28人、震災後は32人を選出していたが、当

選しても本人の承諾が必要なため、実際は12人ほどで推移していた。震災後は1997年と2000年に選挙が行われた

が、現職が落選したり、当選した新人が就任を断ったりした場合、かえって役員が減少してしまいかねないことか

ら、役員選出の効果は期待できないとして2000年以降選挙は実施されていない。その後も死去、病気、転出などか

ら「氏子総代」の役員は現在のような人数になっている。 

2つ目は、3．(4)で述べたように、3つの組織間の「兼務不可」の原則が順守されていたためである。それによっ

て神輿や山車の組織に人が分散し、「氏子総代」の人員不足に繋がった。組織の新設化は、復興時の積極的な働き

かけからスムーズな資金収集・制作が実現したことや、将来的に神輿や山車を管理し保存していくための役員や資

金面の体制を確立するなど、当初は有効に機能した。しかし、各々の組織が専門化して自らの役割に専念するあま

り、他組織への目配りは低減し、例祭全体の状況把握が困難となり、結果的に「氏子総代」という重要組織の1つ

の危機が見過ごされてきた。「氏子総代」の役員のみでは行列を構成できないことから、2018年には「氏子総代」

の要請で、初めて「青苗みこし保存会」と「恵比須山協賛会」から2人の助っ人を派遣して乗り切ったが、あくま

でも一時的な対応であったことから根本的な解決には至らなかった。 

3つ目は、維持費徴収に関する問題である。維持費は「氏子総代」が地域を歩いて徴収するが、維持費を払いた

がらない人が増えていることと、「氏子総代」に高齢者が増え、歩いて回収することが困難で負担が大きく、「氏

子総代」にはなりたくないという声が挙がっていた。かつてのような漁師の祭りという側面が薄れたことから、神

社への信仰心の低下や「氏子総代」への加入に消極的な人が増えるといった、帰属意識の変化に関する証言も見ら

れた30)。こうした信仰の希薄化に加え、人口の減少や産業構造の変化も重なり、回収できる金額も減少している。

宮司への報酬や手当は、集められた維持費から支払うことになっているため、道外から交通・滞在費をかけて宮司

を招いている現行方式を、今後も維持できるかどうかは予断を許さない。 

 

(2) 2019年の巡行中止を受けて住民が考案中の対策 

 2019年の巡行中止を受けて、住民たちは以下の4点の対応策を検討している。1つ目は、不足した「氏子総代」の

人数を他組織から補充しようとする案である31)。2019年の8月時点で「青苗みこし保存会」と「恵比須山協賛会」

から3人確保できたことを確認している。このことは実質上、「兼務不可」の原則を撤廃したことを意味している。

既に2018年の巡行時に、他組織からの助っ人起用の試みを行っていたことが、原則撤廃への抵抗を和らげたと考え

られる。 

2つ目は、震災以前のように、神社運営と神輿の管理を「氏子総代」1つに統合することで、人員の確保を図ろう

とする案である32)。これは類似組織をむやみに競合させないという組織経営分析上の研究成果に合致している33)。 

3つ目は、神社と維持費に関するアンケート調査の集約を行い、今後の対応を考えようとする案である34)。アン

ケートは2019年10月に「青苗言代主神社の存続アンケート調査」として既に実施されており、現氏子総数389世帯

に配布し、313世帯から回答があった。「青苗言代主神社の存続」に関して、希望するかしないかの2択と、問の1

で「希望する」を選択した人の中から「希望する維持費の金額」として2,000円、3,000円、4,000円の3択から選択

する調査が行われた。集計すると、神社存続を希望する者が過半数を超えたが（図9）、維持費に関しては2,000

円という希望が最も多く（図10）、現在の維持費である4,500円と比較すると半額以下になっている。この結果に

基づき、2019年11月に維持費が3,000円に決定された。青苗地区では61万4,000円の集金が目標となっているが、問

図 9 神社存続希望の有無 図 10 1世帯あたりが希望する維持費の金額 
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の2において維持費の支払い意思を示している161世帯のうち、全世帯から3,000円を徴収したとしても、目標金額

は達成できないことが読み取れる。また、「氏子総代」以外の「青苗みこし保存会」と「恵比須山協賛会」は、

会員の確保が比較的安定しており、特に組織上の問題を抱えているわけではない。そのため、今回のような神社

を中心としたアンケートだけでなく、例祭そのものの存続について地元住民がどのように思っているのかを尋ね

るアンケートも必要になろう。 

4つ目は、神社に関する見直しである。現在はS県在住の宮司に依頼しているが、旅費や滞在費の負担も考慮し、

神事を行う期間を短縮化する、あるいは、奥尻島の対岸地域に居住する近郊の宮司に依頼してもいいのではないか

という案が出ている35)。また、伊勢神宮から譲与された由緒ある社殿だからこそ、今後も社殿を存続させるために

はかなりの維持費が必要になるという悩みも抱えている36)。 

 

５．まとめ 

 

これまで述べたことから、要点をまとめると、以下の9点になる。 

（1）祭りの中断がこのまま続くと、地域社会の交流や絆が弱まり、緊急・復興時のレジリエンスが低下する。 

（2）2018年まで巡行が安定して実施できていたことは、産業構造の変化や少子高齢化に対し、例祭の効率化・省 

略化がうまく機能していたためである。 

（3）しかし2019年は、3大組織のうち2つに大きな問題は見られなかったものの、残り1つの組織の活動が停止した 

ことにより、突然の中止に追い込まれた。 

（4）5頁表2で示したように、震災からのスムーズな祭礼の復興に際し、神輿や山車の運営に特化した「青苗みこ 

し保存会」と「恵比須山協賛会」を新設し、「氏子総代」は神社運営を担った。しかし、人口減少によって 

例祭の組織に携る人員が減少する中で、3組織が並列したため他組織への目配りは低減し、貴重な人材の適正 

配置ができず、「氏子総代」の危機が見過ごされる結果となった。 

（5）（4）で述べたように、震災の復興に対して行った対応策の負の側面が、20年以上経って表面化したといえる 

ため、長期間観測し続ける価値はそれなりにある。 

（6）他地域の文化遺産防災へ波及する成果として本研究が示唆していることは以下のとおりである。突発的な災 

害などによる祭礼へのダメージから迅速な復興を実現するためには、目的と役割を明確にした組織を新規に 

結成し、当面はそれぞれの業務に専従することが最も効果的である。しかし、国内の多くの地域で顕在化し 

ている人口減少に対応するためには、一定期間が経過した後に、各組織間の垣根を取り払い、世代交代を促 

し、「兼任」を含む人員配置の最適化を図ることが重要である。 

（7）アンケートの結果によると、神社の存続希望は過半数を越えているが、維持費の総額は減少するために、神 

事・例祭の維持がますます困難になるという課題が残されている。 

（8）地域住民に対し、神社の存続そのものだけではなく、例祭の存続の意思を確かめる新たなアンケートを実施 

し、さらなる考察を行う必要性がある。 

（9）住民が考案した4つの対策のうちどの対策が効果的であり、復興に有用だったか、あるいは有用でなかったか 

についての追跡調査が必要である。 
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At this point in time, the studies on the composition of customary dwellings and its utilization by the residents in West 
Sumba, Sumba Island, Indonesia are limited, with its discourses differing from each other. 
Furthermore, frequent fires are causing the changes and disappearances of these dwellings. The purpose of this study is 
to clarify the following points regarding the maintenance and conservation of the customary dwellings in West Sumba.  
(1) Current composition of the customary dwellings. (2) The utilization of the customary dwellings by the residents.  
(3) Fire safety awareness of the residents in the customary dwellings. 
 
Keywords: Sumba Island, West Sumba, customary dwelling,  fire safety awareness 
 
 

１. 研究の背景と目的 

 

 インドネシア・スンバ島（Sumba）は、東ヌサ・トゥンガラ州（Provinsi Nusa Tenggara Timur）、ヌサ・

トゥンガラ諸島（Kepulauan Nusa Tenggara）のほぼ中央に位置し、島内はワインガプ（Waingapu）を県庁所

在地とする東スンバ県、ワイカブバッ（Waikabubak）を県庁所在地とする西スンバ県に分かれる（図１）。 

東スンバ県、西スンバ県共に、各地には、精霊「マラプ（Marapu）」を信仰対象とする先住民族「スンバ人

（Tau Sumba）」の伝統信仰「マラプ教（Agama Marapu）」に基づく慣習民家（図２）を現在も見ることが

できる。一方、現在のスンバ人においては、マラプ教からキリスト教への改宗や伝統的な生活スタイルから

今日的生活スタイルへの変容が進み、住居においても、都市部に一般的に見られる集合住宅や戸建て住宅へ 

の移住、あるいは、伝統的な慣習

民家の構成に捕らわれない民家の

建設などが見られる。更に、慣習

民家は木造・稲藁葺きの構成であ

り、且つ、こうした民家は一団の

集落（以下「慣習集落」）を形成

して建ち並ぶことから、１軒の民

家で火災が発生すると、隣接する

多くの民家に延焼が及ぶことにな  図１ スンバ島の位置（引用: Google Map）     図２ 西スンバの慣習民家 
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